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はじめに 

2008年（平成 20年）9月公示の小学校学習指導要領解説 図画工作編（以下 図画工作編）の内容は 1999

年（平成 11年）のものと比べて大きな変更はなく，若干手直しされた程度のものである。全体を読んで，図画

工作科は美術教育の教科かと思えるような，受ける感じも変わっていない。 

 しかし，「第 4章 指導計画の作成と内容の取扱い」の「1 指導計画作成上の配慮事項」の中に「工作に表

す内容については，小学校図画工作科が中学校技術・家庭科の技術分野と関連する教科であることに配慮する

必要がある。」という文章がこのたび初めて書き込まれている。全体のトーンとは異なる感じを受ける 1 文で

ある。 

 一方，『中学校学習指導要領解説 技術・家庭科編』（以下 技術・家庭科編）では「技術・家庭科改訂の

要点」の中でも小学校との関連を図ることが示されており，（A 材料と加工に関する技術）に関する説明の部

分では「これらの内容を指導するに当たっては，「小学校における図画工作科などにおいて習得したものづく

りに関する基礎的・基本的な知識及び技能を踏まえ，中学校での学習の見通しをもたせるよう配慮する。」と，

小学校の図画工作科の指導内容と，中学校の技術分野との関連に配慮することが述べられている。 

 小学校の図画工作科の工作領域の内容をものづくりに関する基礎的・基本的な知識や技能を育てる方向へと

改善する取り組みに尽力してきている立場からは，その足掛かりとなる重要な変化と受けとめている。 

 本稿は，まず，学習指導要領段階における小学校，中学校双方の動きを関連づけて把握し，次に この国の

段階での変化が，教科書の内容に影響を与えているのか否かを検討する。最後に，図画工作科を，技術教育を

担う教科とすることについて若干ふれておく。 

 この作業は，図画工作科の教科書を基本に，その改善といくつかの新たな教材の追加によって，ものづくり

に関する基礎的・基本的な知識及び技能を育てるカリキュラムづくりの一環である。 

 

第 1章 学習指導要領解説をどう読みとるか 

（1）項目の文脈に位置づけて読む。 

「図画工作編」にある「図画工作科が中学校の技術・家庭科と関連する教科である」とする 1 文は，［第 4

章 指導計画の作成と内容の取扱い］の中で，［1 指導計画作成上の配慮事項］の中の「指導に配当する授業

時数については，工作に表すことの内容に配当する授業時数が，絵や立体に表すことの内容に配当する授業時

数とおよそ等しくなるように計画すること。」という文章を説明する部分で記述されている。1 

 少し長い引用になるが，この部分にしか図画工作科と技術・家庭科の技術分野が関連するということは記

述されてないので，正確な把握のため項目全文を載せる。 
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（2）「A表現」（2）の指導に配当する授業時数に関する事項 

この事項は，絵や立体，工作に表すことをまとめて示すことによって，内容や指導，題材の選択に不均衡が

起こらないように示している。 

児童が手や体全体を働かせてものをつくる活動の機会が減少していると言われる。ものを作る経験は，単に

技術の習得という観点だけではなく，よさや美しさを大切にする気持ち，自発的に工夫や改善に取り組む態度

などからも重要である。 

ここでは，工作に表す活動の充実を図るために，工作に表すことの内容に配当する授業時数が，絵や立体に

表すことの内容に配当する授業時数とおよそ等しくなるように指導計画を立てるようにする必要性を示してい

る。 

また，「A 表現」及び「B 鑑賞」全体の内容の授業時数の配分については，各内容を十分に関連させ，内容

に偏りのないように全体の配当を考えて計画を立てることが大切である。 

なお，工作に表す内容については，小学校図画工作科が中学校技術・家庭科の技術分野と関連する教科であ

ることに配慮する必要がある。 

 

まず，「手や体全体を働かせてものを作る活動が減少していることからものをつくる経験が重要である」と

児童の生活実態から工作の重要性が述べられている。 

続いて，工作は技術の習得という観点からも重要であるがそれ以外にも，作られたものを大切にする気持ち

や自発的に工夫や改善に取り組む態度を育てる上からも重要であるとその意義が述べられている。 

そのため，工作に表す授業時数を絵や立体に表すことの授業時数とおよそ等しくなるようにする必要がある

としている。この工作の時間を確保することの指摘は，今回が初めてではなく前から指摘されていることであ

る。 

1968年（昭和 43）版までは小学校学習指導要領で各領域の割合が示されていた。（1968年度版は下表） 

 

絵画及び彫塑 デザイン   工作  鑑賞 

 40％  15％  40％  5％ 

 

1977 年（昭和 52 年）版の小学校学習指導要領では，表現領域の中の，「絵に表す時数」と，「立体で表す

と工作を足した時数」を「およその均衡をとるようにすること」が記述されている。鑑賞の時数は少ないので，

大まかに言うと，「絵」と「立体で表す・工作」で図画工作の時間を 2分しているといえる。 

1989年（平成元年）版の小学校学習指導要領では，立体に表すと工作の時数が「学年の年間授業時数の 2分

の 1を下らないこと」と記述されており，ほぼ同内容と見て良い。 

1998年（平成 10年）版では「つくりたいものをつくることや工作に表すことの内容に配当する授業時数が，

絵や立体に表す内容に配当する授業時数とおよそ等しくなるように計画すること」2と記述されており，造形遊

びと鑑賞を除いた時数を「絵や立体に表す」と「工作」で 2 分することに変更された。「立体に表す」が工作

と合わせて均衡を取るようにしていたものから，絵と合わせて工作と均衡をとることになったため，以前と比

べると絵に比べて工作の割合が大きくなった。これは工作の時間が確保される方向へ変わってきたといえる。 

2008年（平成 20年）の「図画工作編」でもこの割合が引き継がれている。 

児童の生活実態からひきつづき，工作の取り組みが重要であり，そのための時間を確保することが取り立て

て述べられている。 

上で紹介した「「A表現」（2）の指導に配当する授業時数に関する事項」で，工作に取り組むことの意義の

まず最初に，「技術の習得」が挙げられているが，これは前の 1999年（平成 11年）版では見られなかった文

言である。 

ただ，1999年（平成 11年）版の「図画工作編」には次の文章がある。3 
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「なお，創造的な工作に表す内容では，児童が表したいことを表すために，美しさや用途などを考え，表し方

を工夫したり，必要に応じて試作したり，簡単な絵や図に表したりしながら，全過程に働くデザインの能力を

働かせるようにすることが大切である。また，デザインの能力と関連して材料の部分の組み立てなど工作の技

能を働かせるとともに，材料や用具を使って表すことに関心を持つようにすることが大切である。」 

 

技術的な側面に関して具体的に書かれており，この部分が「技術の習得」という言葉にまとめられたと見る

こともできる。しかし，上に書かれている具体的な，ものづくりに関する基礎的・基本的な知識や技能よりも

「技術の習得」とした方が幅広い解釈が可能となると共に，最後の 1 文と響き合うことでその方向性がはっき

りしたものと理解することができる。 

最後の 1 文「なお，工作に表す内容については，小学校図画工作科が中学校技術・家庭科の技術分野と関連

する教科であることに配慮する必要がある」は工作の教育内容に関わって指摘している文である。 

内容に関わることを，工作の授業時数を絵や立体に表す授業時数とおよそ等しくするという文脈の中で語っ

ていることに少し違和感を感じる。しかし，「授業時間を確保することがなぜ必要か」という児童の生活実態

の説明から始まる文脈に位置づけて解釈すると，工作の「時間」の確保とともにその内容についても述べてい

ると理解できないことはない。 

ところで，小学校の図画工作科の工作領域が，中学校の技術・家庭科の技術分野と関連する教科で，その中

に技術の習得を重要な内容としているということはこのたび初めて記述されたことではあるが，そうした考え

方は，1999 年（平成 11 年）版の引用部分からも推測できるように，従来からあったと言える。もしこれが初

めての教科の性格の規定であるなら大論争が起こっていたであろう。図画工作科が，それまでの手工科（後の

芸能科工作）と，図画科（後の芸能科図画）を前身として戦後成立した教科であることから，たとえ美術に傾

斜したとしても，全く美術の教科となってしまったわけではない。技術の側面が縮小，あるいは形骸化してわ

きに押しやられていたとしても，中学校の技術・家庭科の技術分野につながる教科の性格をもっており，いつ

でも押し広げることができるものとして存在し続けてきていたことに注目しておきたい。そうであったからこ

そ，小学校の図画工作科の工作領域が，中学校の技術・家庭科の技術分野と関連する教科であるということが

猛反発を受けることなく受け止められていると考えるのである。 

 

（2）中学校の学習指導要領ではどのように見ているのか。 

2008年（平成 20年）に示された「技術・家庭科編」でも小学校の動きに呼応した変化が見られる。 

「技術・家庭科編」の「第 1章 総説」の「2 技術・家庭科改訂の趣旨」の（技術分野）に「技術に関する

教育を体系的に行う視点から，小学校での学習を踏まえた中学校での学習のガイダンス的な内容を設定すると

ともに，他教科との関連を明確にし，連携を図る。」（p5）とある。この文章は家庭分野でも「技術」を「家

庭」に替えてまったく同じ文章で載っている。 

 それが「3 技術・家庭科改訂の要点」には「また，今回の改定では，技術・家庭科の指導を体系的に行う視

点から，両分野ともに，小学校での学習を踏まえ中学校での 3 学年間の学習の見通しを立てさせるガイダンス

的な内容を設定し，第 1学年の各分野の最初に履修させることとした。」と解説されている。4 

 中学校の家庭分野が小学校の家庭科を踏まえるように，技術分野が小学校の図画工作科を踏まえることが，

「指導計画の作成と内容の取扱い」（p71）で述べられている。「・・・技術分野の内容の『A材料と加工に関

する技術』の（1）及び家庭分野の内容の『A 家族・家庭と子どもの成長』の（1）については，それぞれ小学

校図画工作科，家庭科などの学習を踏まえ，中学校における学習の見通しを立てさせるために，第 1 学年の最

初に履修させること」 

 これは学校体系が上構式に組み立てられていて，学校教育法に謳ってあるように「中学校は小学校における

教育の基礎の上に，心身の発達に応じて，中等普通教育を施すことを目的とする。」ということであるから，

中学校では小学校で行われている教育を前提としてそれを考慮して教育を進めることになるため，小学校では

中学校の教育のことはあまり意識しないのに対して，中学校では小学校で学習していることを意識し考慮しな

ければならないという事情もある。 

 技術分野の内容の A 材料と加工に関する技術についての説明の中で，次のようにさらに詳しく述べられてい

る。 
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 「これらの内容を指導するに当たっては，小学校における図画工作科などにおいて習得したものづくりに関

する基礎的・基本的な知識及び技能を踏まえ中学校での学習の見通しをもたせるように配慮する。」5この文章

から，小学校の図画工作科を「ものづくりに関する基礎的・基本的な知識及び技能」を育てている中心的な教

科と見ていることがわかる。 

 ところで，家庭科の場合は「技術・家庭科の改訂の趣旨」に「小学校の内容との体系化を図り，・・」との

文があるが，小学校にも中学校にも同名の教科があることから，小学校と中学校の内容を体系化することが意

図されている。図画工作科と技術分野とは「体系化」まで踏み込んだ関連付けにまでは至ってない。 

 

第 2章 教科書にみられる変化 

 「図画工作編」に見られるこのたびの変化は，2011 年度（平成 23 年度）から使用されている図画工作科の

教科書に反映されているのであろうか。 

 図画工作科の教科書を 3社が出版している。そのうちの全国シェア―62％の A社の教科書がもっとも工作に

見るべきものがあると考え，A社の 3年生以上の教科書にみられる変化を検討する。 

 

（1）3年生の教科書 

 ●トントンサクサク木の名人 

旧版の，工作，「切って切ってトントントン」の，木を釘で打ってつないで形を作る参考作品は，新版では 4

年生の造形遊び「つないでいくと」に移行し，木に釘を打って動物や人形を作るものが「トントン名人」とし

て新版に入っている。新版では，旧版にはなかった，金づちを使った打ちはじめと釘が刺さった後の打ち方の

違いとか，木の人形の手や足を動くようにする釘の打ち方などの技法が紹介されていて，かなづちの使い方に

関わる説明が詳しくなっている。 

 道具の構造とその使い方について資料のページで，旧版では 1 ページを使って紹介しているのに対して，新

版では 2ページを使って釘抜き，キリについてもふれるなど，充実してきている。 

 3年生にあった，のこぎりの使用は 4年生に移行している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   新版 釘の打ち方が詳しくなった        新版 手足が動かせる釘の打ち方 

 

●楽しくつかおう 

紙粘土を使って用途のあるものを作る題材が新たに入っている。紙粘土を使うことによって，使用済みの紙

箱，プラスチック容器，発砲トレーなどを生活で使用するものに作り変えることのできる素材とした経験させ

るようにしている。 

 

（2）4年生の教科書 

 ●コロコロガーレ 

 ビー玉を転がすゲームである。参考作品を見ると，旧版では紙と木のいずれかを選択するようになっていた

が，新版では新たに粘土が加わり，紙，粘土，木の中から選択することになっている。新版では紙で柱を作る

方法が図で示されていることが，工作の技法の側面として補強されている点である。 
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 「板とくぎ」を選択した場合の教師用指導書の題材の解説を読むと，旧版になかった言葉が新たに挿入され

ている。（太字部分）ここにも「図画工作編」の趣旨が反映していると考えられる。 

 「●題材の目標  ビー玉を転がして遊ぶ楽しい仕組みを板と釘でつくることを考え，形や色，強度などを

工夫してつくる。」「●はぐくみたい資質や能力  仕組みを工夫することによってビー玉の転がり方をイメ

ージしながら釘の打ち方を考えていく。 楽しいビー玉の動きとなるような仕組みを発想し，遊びの面白さをイ

メージして，用具の使い方に気をつけながら工夫してつくる。」  

 

 ●切って切って木の世界 

 新たに設けられた木を使った題材である。木を使った工作は「コロコロガーレ」の中にもあるが，紙，粘土，

木の中から選択することになっているので，木が選択されない場合もある。しかし新たに設けられた，この木

を使った題材があることによって，4年生でのこ

ぎりや金づちを使う経験をするようになってい

る。教科書に「のこぎりの使い方を学び，木で

いろいろなものをつくる」というタイトルが示

すように，棚や植木鉢ボックスなど用途のある

ものを作ることを通して，のこぎりの種類や構

造，切る際の固定方法などを学習する題材にな

っている。 

 「コロコロガーレ」で「木で作る」を選択し

た場合は，そこで道具や箱の組み立て方など，

木の加工に関する基礎的・基本的な知識と技能

を学習し，それを「切って切って木の世界」の

参考作品「切って切って木の世界」で活用する

という非常に望ましい授業の組み立てができ

る。 

 用具に関する資料のページが 1 ページから 2

ページに増えている。内容は，旧版にあったか

なづち・げんのう，釘抜き，きりに関する内容

が 3 年生に移行し，かわってのこぎりの種類，

構造，固定方法，切りはじめ・切り終りなど，

のこぎりに関するものになっている。 

「切って切って木の世界」の参考作品 

 

（3）5年生の教科書 

 ●使って楽しい焼き物を 

土粘土を使った題材は，旧版では全て「立体に表す」として扱

われていたが，新版では「立体で表す」とともに，工作としての

題材が見られる。教科書の説明に「わたしたちがふだん使ってい

る皿や茶わんには，いろいろな技法で作られた焼き物がたくさん

あります。自分で使ってみたい，家に置いてみたいと思う焼き物

を考え，使う目的に合わせた方法で，使って楽しい焼き物をつく

りましょう。」とある。生活で使うものを粘土で作るので，立体

に表すではなく，工作に分類されている。皿，おわん，鉛筆立て，

花瓶ランプシェードなどの参考作品が紹介されている。さらに有

田，萩，備前，信楽，大堀相馬などの代表的な焼き物が紹介され，

産業としての焼き物への関心を広げる配慮がされている。もしこ

こを丁寧に扱うなら，授業が「作品を作る過程を楽しみ，完成し
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た喜びを味わって終わる」だけではなく，焼きものを作った経験から，産業として作られている焼き物へと関

心を広げていく切り口を付けることになる。筆者が教科書の活用で改善したいと考えている点のひとつがここ

にある。授業は「生活から入り，生活に出る」ようにすることが必要であると考えており，教科書の粘土を使

った工作はそうした配慮がされている点で，すぐれたページ構成がされていると考える。他の題材でもこうし

た配慮が広がることが期待される。 

 材料と用具の資料のページが旧版では電動糸

のこと接着剤に関して 1 ページが使われていた

が，新版では粘土の成形と焼成の説明に約 1 ペ

ージを，残りを電動糸のことペンチの使い方に

あてている。粘土の成形の説明は，旧版では粘

土を使って立体に表す題材のページに 4 駒の絵

と説明で載せていたものを 18 駒に増やし詳し

く説明している。このたび粘土を使った題材が

「立体に表す」とともに「工作」としても取り

上げられたこともあって，立体で表すでは問題

にならないことが，生活で使うことから求めら

れ，技法が広がっていると考えられる。例えば

くっつけたものが離れないなどは，立体で表す

ではそれほど必要な技法ではないからである。 

 

（4）6年生の教科書 

 ●板から何が 

板を使った題材は旧版と同じく 2 ページを使

っている。旧版では美術的な作品，あるいは，

デザインに凝った作品が大きなスペースを取っ

て紹介されているが，新版では生活で使用でき

るものでシンプルな形の参考作品が多く紹介さ

れている。旧版では「どんな様子を表したいか。

スケッチや図などにかいてみよう」と文で書か

れていたものが，新版ではアイデアスケッチし

たノートを写真を使って紹介しているなどてい

ねいな説明になっている。               左 アイデアスケッチ  右 木どり 

 また新たに無駄のない木どりの仕方を図で示

している。 

 さらに同じ部材を使っても組み方を変えると

様々な用途のものに変わることを紹介するな

ど，シンプルな形で木工作の基本を学習させる

題材に変わってきているといえる。 

 

●織る，編む，組む 

 新たに設けられた題材である。 

 荷造り用の紙バンドでかごや皿などを作った

り，毛糸でコースターを織る参考作品が紹介さ

れており，説明には「わたしたちの身の回りに

は，かごや布など，織ったり編んだり組んだり

してつくられたものがたくさんあります。それ

をつくるために昔から伝えられてきた方法によ       シンプルな構造の作品例を紹介 
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って，生活に役立ったり，うるおいを与えたりするものを楽しみながらつくってみましょう。」とある。 

作品作りと合わせて身の周りの織ったり編んだり組んだりして作られている製品に目を向ける取り組みをす

るなら，産業として生産された身の周りの製品を仕組みにおいて洞察できるようになる眼を養う価値ある題材

へと作り変えることが可能である。 

 

（5）本章のまとめ 

 旧版と新版を比較してみると，美術的な参考作品を用途のある参考作品に置き換えるとか，ものづくりの基

礎的・基本的な側面の記述の拡充，立体に表す題材を工作の題材へ衣替え，そして新たな題材の追加といった

変化が見られ，「ものづくりに関する基礎的・基本的な知識及び技能」を重視した改善がみられる。小学校の

図画工作科を，中学校の技術・家庭科の技術分野と関連を深める方向への変化であり，「図画工作編」の変化

の方向は教科書に反映されているといえる。 

 ここで改めて注目しておきたいのは，粘土を使った題材は「立体に表す」のみであったが，「工作に表す」

題材としたことに伴って，粘土の成形に関する技法が詳しく記述されていること。また，6年生の板を使った題

材ではシンプルな形の作品で「ものづくりに関する基礎的・基本的な知識及び技能」を育てる題材へと変えて

いることである。このように，従来ある題材に手を加えることで「ものづくりに関する基礎的・基本的な知識

及び技能」を育てる題材へと衣替えをすることが可能であるとするなら，さらに新版の題材に「ものづくりに

関する基礎的・基本的な知識及び技能」を育てることに配慮した手を加えるなら中学校の技術・家庭科の技術

分野とさらに深く関連する図画工作科とする道が開けることを示唆している。 

 工作に充てることができる時間は，1年（68時間）2年（70）3年（60）4年（60）5年（50）6年（50）と

縮減されたままの中で，造形遊びと鑑賞の時間を除いた時間のおよそ半分と少ない。その中でできることには

限界があるが，この時間を枠いっぱい使い，題材に手を加えていくならば「ものづくりに関する基礎的・基本

的な知識及び技能」を育てることに向けてかなりの改善を図ることができると考える。 

 

第 3章 図画工作科の位置づけ 

1 1980年代の論文 

図画工作科には，ものづくりに関する基礎的・基本的な知識及び技能を育てる要素となるものが存在し，そ

れを活用することで，小学校に技術教育を構築する取り組みの一端を構成することができると考え作業を進め

ているところであるが，技術教育関係者は図画工作科をどのようにとらえているのかを見ておく。 

 森下一期氏は図画工作科の成立過程を詳しく検討し，1947 年度（昭和 22 年度）版学習指導要領図画工作編

（試案）の特徴の第 1 に「図画工作科の目標，内容は，基本的には国民学校芸能科図画，芸能科工作のそれを

踏襲していることである。」6を挙げている。また 1989年の論文「学習指導要領改訂と工作教育」において「現

在の小・中学校の教科構造からみて，図画工作科は中学校の美術科と技術・家庭科につながるとみることがご

く自然である。」7と述べるとともに，「1947 年版学習指導要領図画工作編（試案）では，小学校においても

生産技術の基礎につながるものが内容として取りいれられていたと考えることができる。」8「学習指導要領の

内容に示されている技術的，技能的課題は，生産の場においておける技術，技能の基礎となり得るものである。」
9としており，図画工作科がスタートした時点においては，中学校の技術・家庭科の技術分野につながる位置を

占める教科であったことを明らかにしている。 

 山脇与平氏は 1977年時点で図画工作科に対して次の見方を示している。 

「普通教育としての技術教育は，現在のところでは小学校の図画工作という教科の中の工作の領域と，同じく

小学校の理科という教科の中の理科工作（1968 年にほぼ全面削除，1977 年に少し復活）の領域と中学校の技

術・家庭科という教科の中の技術の領域とが該当する。」10 

 山脇与平氏は，小学校の図画工作科の基本的位置づけとして，「普通教育における技術教育を担うべき教科」

としてみている点に注目しておきたい。そのうえで，「戦後の図画工作科で実質は図画科（美術科）のように

なって，工作の内容が形骸化されて今日に至っている・・・」11「小学校では図画工作で，普通教育としての技

術教育まがいのものが，工作の領域で扱われることになっているが，実際は前述したように，美術教育が中心

で，図画工作科ではなく図画科の状態がずっと続いていまにおよんでいる。」12と，その内容は，「工作の内容

が形骸化」し，「技術教育まがいのもの」になっており，実際は，「図画科の状態がずっと続いている」とみ
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ている。 

 ここでいう「実際」とは学習指導要領，教科書，学校現場でいうとどのレベルでのことを言っているのであ

ろうか。当時，日教組の「私たちの教育課程研究 技術教育」の中で，小学校の技術教育として工作と理科を

取り上げ，鈴木五郎氏の論文13を引用して工作教育の問題点を指摘している。「広く教育の現場を眺めた場合は，

とかく易行道として絵をかかせることに一辺倒でもって図画工作教育おわれりとする傾向，あるいは図画の得

手の教師は図工のほとんどの時間をそれに当てているようないわば片輪な指導が現場で行われていることはい

なめない事実である。」14この場合の「実際」とは学校現場のことである。当時学校現場のこうした問題が指摘

されていたことから，山脇氏も「実際」（学校現場）では図画科の状態となっているとしているのではないか

と考える。 

 図画工作科を技術科と関連するものとする見解は，日教組の中央教育課程検討委員会の「教育課程改革試案」

の次の文章でも見られる。「小学校の図画工作科にふくまれている技術教育あるいはその基礎をつちかうとみ

られる領域については，学習指導要領が内容や時間配当のめやすなど示しているのに，現実にはその何分の 1

も実施されてない」15 

 図画工作科は技術教育を担うべき側面を持つ教科であるとの認識をしていることがわかる。学習指導要領で

示している工作の時間数が現実にはそのとおり実施されてないことを指摘している。この「現実には」の「現

実」はどのレベルのことが対象にされているのかはこの文章からは特定できないが，先の「私たちの教育課程

研究 技術教育」で，「『学習指導要領』では，「工作」に図画工作科の総授業時数の 40％をあてることにな

っているが，（「工作」に 40％しかあてていないことの不当性は後で述べる），そんなことは完全に無視され

てしまっている。」16として教科書の工作の各学年の割合を調べ，30％前後であり，それは学習指導要領の工作

の時間の基準を下回っていることを指摘している。しかし教育課程改革試案でいう「何分の 1」というほどでは

ない。したがって，教育課程改革試案でいう「現実には」とは，教科書ではなく学校現場における「現実」の

ことであろうと考えられる。 

 以上見てきたところによると，学習指導要領では工作の時間を 40％とすることが示されているが，教科書で

は 30％前後となっている。さらに学校現場では絵を描かせることに時間をあてることが多く，実際には工作の

授業は教科書指導書で示す時間数を下回ってしか実施されてない。さらに内容においては技術教育まがいのも

のが行われているとされている。しかし，図画工作科は普通教育における技術教育あるいはその基礎を培う性

格をもった教科であるとみていることは確認できる。 

 

2 図画工作科の見方に変化 

技術教育研究会の全国大会の基調報告を見ていくと図画工作科が取り上げられていた時期があったが，ある

時期を境に取り上げられなくなっていることが分かる。 

 1987年の基調報告には次のような記述がある。「小学校では，現行の「図画工作科」の工作領域の内容を見

直す必要があります。現行では，子どもたちが，技術のすばらしさや作ることの喜びを本当に心から学べる内

容が用意されているか疑問です。今，わたしたちは，子どもの心にストレートにとどくような工作・技術の授

業によって，子どもたちがどのようにかわっていくのかということを，はば広く教育実践の中から学びとって

いかなくてはなりません。」17図画工作科の内容を見直しすることを課題として挙げている。 

 1988年の基調報告でも図画工作科の改善が課題として取り上げられている。「現行の図画工作科の教育内容

の不明確な点を示し，子どもたちの発達にとって真に必要な工作の内容を様々な理論や実践を通して提示して

いくことが大切です。」18 

 1987 年，1988 年の基調報告は図画工作科の教育内容を見直し改善すべき点を提起しているという意味で，

図画工作科は技術教育を行う可能性のある教科とみる立場に立っていると言える。 

 そして，1991年の基調報告では，図画工作科に関しては，造形遊びについてはふれられているものの，工作

領域の見直しの課題は取り上げられなくなっている。 

「図画工作科の工作領域の改訂があげられる。その中心となるのは造形あそびとされているが，子どもの「思

い」を表現させるという観点だけが突出されて認識や技能の内容が示されていないので，手の訓練だけが行わ

れるおそれがある。」19 

 この文章からすると，「工作領域の改訂があり，その中心となるのは造形遊び」と理解している。つまり，
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工作が造形遊びに変わったと理解しているといえる。 

 「造形遊び」は，小学校学習指導要領によると「A 表現（1）」に該当し，工作は「A 表現（2）」の中にあ

る 3つの領域の中の 1 つであって，造形遊びとは全く別の領域である。1977 年（昭和 52 年）の学習指導要領

の 1，2年生に新たに設けられ，1989年（平成元年）の改定で 4年生まで，そして 1998年（平成 10年）の改

定で 6年生まで拡大された工作とは別の領域であり，工作の中心的内容が造形遊びに変わったものではない。 

 1994年の基調報告でも「造形遊び」のことが取り上げられている。 

 「図画工作科は，美術教育の性格を強める中で，工作教育を軽視してきた。特に，今次改訂で強調されてい

る「創作遊び」は，物や道具の法則に合理的に則った加工や操作を無視する点等，問題が多い。」20 

 「創作遊び」は「造形遊び」の意味であろうと思われるが，造形遊びは「物や道具の法則に合理的に則った

加工や操作を無視」しており工作教育とは異なる点を指摘している。 

 工作の中心的内容が造形遊びに変わったとする誤解は，技術教育研究会よりも小学校の図画工作科の動向に

詳しい「子どもの遊びと手の労働研究会」でも同時期に見られる。手労研の 1993年の全国大会の大会要項に「こ

の間に学習指導要領が二度改訂されましたが，工作が『造形遊び』にかわり，今改定で中学年まで課せられて

きました。」21という座談会での発言がある。発言者が技術教育研究会の会員でもあることからこの誤解が技術

教育研究会にも反映しているのではないかと思われる。 

 1991 年，1994 年の基調報告では図画工作科の内容の改善に関する課題が取り上げられなくなっている。図

画工作科の工作領域の中心的内容が造形遊びに変わったとする見解が示されたのと同じ時期であることから考

えると，図画工作科の改善の道が模索されなくなってきたことに関わっているとも推察される。 

 そして，1995年の「小・中・高校を一貫した技術教育のための教育課程試案」ではその「ユネスコ勧告が要

請する『技術及び労働の世界への手ほどき』を行う教科は，実質上，中学校での技術科のみで，小学校や高等

学校では，こうした教育を担う教科は置かれていません。」22と述べられている中に図画工作科のことは触れら

れてない。 

 

3 図画工作科を技術教育の対象としてはどうかとする見解 

横山悦生氏は 1995年に「小・中・高を一貫した技術教育のための教育課程」の構想に対して 1994年に検討

のための合宿研究会がもたれ，そこで図画工作科も技術教育の対象と考え，教育課程を編成する必要があるこ

とを提案している。 

 「1 小学校における技術教育を考えるために ①今回の学習指導要領改訂によって，小学校図画工作科は「工

作」が以前より重視されている。ここでの工作の内容を技術教育（工作教育）の視点からどう位置づけ，そこ

から発展させるような具体的な試案が考えられないであろうか。」23 

 しかし 1995年に発表された「小・中・高を一貫した技術教育のための教育課程試案』ではこの意見は反映さ

れていない。 

 ところで「工作」が「造形遊び」に変わったとする理解は 2012年 7月発行の技術教育研究会の研究誌の中の

次の文章に見られ，現在も引き続いていると思われる。 

 「学習指導要領上の位置づけでは，図画工作科の「工作」の中心は「造形遊び」とされたので，技術教育か  

ら見ると取るに足らないとみえているのかもしれない。制度上はそうかもしれないが，・・・」24 

 しかし，「我が国の小学校では，技術に関する教科が存在しない・・・」25と考え，小学校の図画工作科以外

の教科領域における技術教育に着目して発言していた鈴木隆司氏が最近の論文等においては図画工作科も視野

に入れるような方向へと変わってきていることに注目している。 

 （筆者自身手労研内部にいて，工作が造形遊びに変わったと理解していることに対して大した問題とは感じ

ていなかった。最近技術教育関係者の図画工作科のとらえ方を検討する過程で関わりがあるかもしれないと考

えるようになり，手労研のものづくり・工作教育分科会では小学校の事情に詳しくない人もいることからこの

点を確認するようにしている，責任の一端は筆者自身にもあることを率直に認めなければならない。） 

 

4 図画工作科を子どもの遊びと手の労働研究会ではどう見ていたか 

 小学校の教師が多数参加し，図画工作科のあり方を実践的に研究している「子どもの遊びと手の労働研究会」

では 1973 年 10 月発行の会報（準備号 No3）で森下一期氏が 17 ページにわたって小学校の工作教育の課題を
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整理している。その「はじめに」の中で，「・・・何としても子ども達の全面的な発達を促す意味で重要な意

味をもつであろう（この点についても最重要な研究課題としてかかげているのであるが），工作教育・・・手

の労働の教育の確立をはかりたいと思うのである。その手はじめとして，小学校段階では『図画工作科』の工

作について，検討する課題があるだろうと考えた。」26と述べている。この考えはその後の 40年ほどの会の研

究の中で深め拡げられてきており，全国大会では工作教育の分科会（分散会）で図画工作科の取り組みが検討

されてきている。教科書教材だけではなく，新たに開発された教材が次々と生み出され，図画工作科の授業の

内容と質が深められてきている。そうした取り組みはカリキュラムとして整理できる段階に入っており，いく

つかのプランが企画されている。その一つが図画工作科の現在の教科書の題材を取捨選択して，それに改善を

加えるとともに必要と考える新たな題材を付け加えることで，「ものづくりに関する基礎的・基本的な知識及

び技能」を育てる教科へと変えていくという企画である。つまり美術に傾斜したといわれる教科書を活用する

ことで，技術教育あるいはその基礎を培う工作教育を作り上げようとしているわけである。 

 

5 美術表現のための材料・道具を工作のために 

 そうした構想を考える上で注目しておきたい観点が山脇氏によって示されている。 

 「切削技術・切る技術に生活技術と生産技術とで別の違った技術があるのではない。原理は同じであり，何

よりも生活技術も生産技術によって生産されるわけでその逆ではない。」27 

 この考えを美術の傾向を強く持つ工作について考えてみよう。かつて糸のこを使用する題材で，板を使って

鳥などの壁飾りを作る「部屋の飾り」という題材があった。（日本文教社 昭和 54年版），この美術表現とも

いえる題材を，教科書を活用した工作カリキュラムでは，板に動物など好きなものの形を描いて切り抜き鍋敷

きとし，残った周りの木を額縁として使う題材に作り変えている。美術表現としての鳥の壁飾りを作るのも，

生活で使用する鍋敷きと額を作るのも，糸のこを同じように使うのである。違うのは，切りぬいて板に彩色す

るのか，バーナーで焼いて焼き杉板にするかの違いである。「糸のこを使用すれば曲線を切ることができる」，      

 

    A社  昭和 58年 5年生             （左）なべしき  （右）額 

 

「糸のこを使用すれば板の中をくり抜くことができる」ということを学習するという点では全く同じである。 

 手労研の会報に中学校の技術分野とのつながりを意識した「立体に表す」領域の実践が載っている。廃棄の

机椅子をのこぎりで切って 10のパーツを作りそれを使った木のオブジェを作る 5年生での取り組みである。パ

ーツの接合はホットボンドを使用させているものの，のこぎりの使用体験を通して木をうまく切るこつをつか

ませる機会をつくり出している。28 美術作品を作るにしても，生活に役に立つ作品を作るにしても，木をのこ

ぎりで切る，錐で穴をあける，金づちで釘を打ってとめる・・・すべて同じ道具を同じように使い，木の性質，

切る向き等同じ困難に出会い，同じ経験をするのである。そこでの経験から何をいかに学ばせるかは指導者と

当の児童に任されていることである。したがって，飾るものを作るのか，生活で役立つものを作るのかという
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違いはあっても，道具の使用に際しては，材質と道具のもつ規則に従わなければ初期の目的は達成できないの

である。もちろん，生活で使用するものを作ることの方が多くの技術的課題を解決しなければならず，したが

って学習する内容も豊かになることは，第 2章の 5年生の工作で粘土を扱うところで見てきたところである。 

 つまり，山脇氏の考えを参考にするならば，美術表現の中に生き残り形骸化した技術的側面を呼び戻し，も

のづくりの基礎的・基本的な知識と技能を育てる教材をつくり上げていく道があることが見えてくる。 

 

おわりに 

 ものづくりの基礎的・基本的な知識と技能を育てる工作にしていくには，学習指導要領，教科書，学校現場

のそれぞれのレベルでの課題を明らかにし，それぞれに応じた対応が必要だと考える。 

 例えば，学習指導要領レベルでいえば，1例であるが，書かれている文章全体の調子は美術としての性格が強

いと言える。もし美術のパラダイムで「なお，工作に表す内容については，小学校図画工作科が中学校技術・

家庭科の技術分野と関連する教科であることに配慮する必要がある。」を読むとその意味が正しく把握されな

い場合がある。そこで，小学校学習指導要領の「工作に表す内容については，小学校図画工作科が中学校技術

・家庭科の技術分野と関連する教科であることに配慮する必要がある。」と中学校学習指導要領の「図画工作

科などにおいて習得したものづくりに関する基礎的・基本的な知識及び技能」を育てるという立場から逆照射

して学習指導要領の工作の領域に関する文章を読み直すことが必要であろう。 

 教科書レベルでは，出版社によっては学習指導要領の先の趣旨を生かした改善が図られてきているものもあ

る。そこで，そうした工作の題材を取捨選択し，現場の教師に使いやすい改善案を具体的な指導案としてを提

起していくことが必要であると考える。またその際，工作の授業時間数を「絵や立体に表す」にあてる時間数

とほぼ等しくすることが学習指導要領で述べられているにもかかわらずその基準を満たしていない教科書もあ

る。せめて学習指導要領の基準は満たすようにするだけでもかなりの改善を図ることができる。 

 現場レベルでは，教科書に載っている道具類を人数に応じて十分揃え，整備をすること，補助教員を入れる

こと，そして教材セットを安易に利用しないことをはじめ，教材研究・準備に時間が使える勤務実態の改善等

課題は多い。 

 こうしたひとつひとつの課題に取り組んでいくことが，多くの技術教育関係者が本来こうあるべきと考える

「普通教育における技術教育としての図画工作科」を構築することになると考える。 

 学校現場には少数ではあれ，手労研をはじめとし，さまざまな形で結果とし図画工作の教科書を手掛かりに

きちんとしたものを作ることができる知識と技能を身に着けさせようとしている教師たちがいる。例えばこれ

まで出会ってきた理科を専門とする教師たちの多くは，理科工作をきっかけにものづくりの重要性を認識して

おり，図画工作科の教科書にとらわれないさまざまな工作活動に熱心であった。 

 「ゆとり教育」が打ち出されたころから，地域の人やものことを学校教育に取り入れることが様々試みられ

るようになり，工作でも生活に役立つものをつくることが取り入れられるようになってきている。また，「特

色ある学校づくり」が推奨されており，成果が教育の素人にもはっきりわかるもの作りに取り組む学校もある。

さらに，保護者の教育費を減らすために，工作セットを買うのを極力減らし，地域にあるものをもらうとか，

材料をホームセンターで調達するなどの努力もされている。このことは，セットを使うことで，組み立てるこ

とで終わってしまい，技術的課題を学ぶ機会を失ってしまうことから救い出す結果となっている。特別支援学

級の設置が進んでいるがその担当教師の研修会ではものづくりが取り上げられることが多く，もの作りの楽し

さと意義を知ってもらう機会となっている。 

 学校現場のレベルで見るならば，さまざまな形で，きちんとしたものを作ることができる知識と技能を子ど

もたちが身につけてくれるように努力している教師がいるといえる。 

 教科書の編集者においてもそうした努力は続けられていることは第 2章でみたとおりである。 

 図画工作科を本来あるべき姿にもどすことは，こうしたさまざまな立場からのさまざまな取り組みをひとつ

ひとつ広げていく試みの中からできていくことである。現在の図画工作科の教科書を活用するという方法はそ

うした一角を占めることができるに違いないという認識のもと，今後の作業を進めていきたいと考えている。 
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